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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者が所有する利用者装置と、
前記電池の充電を行う充電装置と、前記電池の状態を管理する管理装置とを有してなる電
池交換システムにおいて、
　前記利用者装置は、固有の識別情報を有し、前記電池が装着された際に前記電池から前
記シリアル番号を読み出し、前記識別情報と前記シリアル番号とを対応付けて対応付け情
報として前記管理装置へ送信し、
　前記充電装置は、前記電池の充電が完了した際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出し、該シリアル番号を前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶し、前記
充電装置から送信されたシリアル番号を受信し、前記利用者装置から送信された対応付け
情報の受信時刻に基づいて前記シリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充電時
刻を算出し、前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付け
て充電情報として記憶し、記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と
対応付けて記憶されている前記識別情報を表示して電池交換を促す通知を行うことを特徴
とする電池交換システム。
【請求項２】
請求項１に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻
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に電池交換を促す通知を行うことを特徴とする電池交換システム。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充
電情報に存在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付け
られた予定充電時刻とを消去することを特徴とする電池交換システム。
【請求項４】
請求項３に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充
電情報に存在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前記識別
情報を表示して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行うことを特徴とする
電池交換システム。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情
報データベースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル
番号を有する電池の予定充電時刻を算出することを特徴とする電池交換システム。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情
報データベースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を
有する電池の予定充電時刻を算出することを特徴とする電池交換システム。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電池交換システムにおいて、
　前記管理装置は、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信
されたシリアル番号を有する電池に充電する充電量を算出し、前記算出された充電量を前
記充電装置へ送信し、
　前記充電装置は、前記電池の充電を開始する際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出し、該シリアル番号を前記管理装置へ送信し、前記管理装置から送信された充電量を前
記電池に充電することを特徴とする電池交換システム。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の電池交換システムにおいて、
　前記電池は、
　前記利用者装置に電源を供給する電源部と、
　前記シリアル番号を記憶する記憶部とを有することを特徴とする電池交換システム。
【請求項９】
請求項１乃至８のいずれか１項に記載の電池交換システムにおいて、
　前記識別情報は、前記利用者装置の電話番号であることを特徴とする電池交換システム
。
【請求項１０】
固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者装置と前記電池の充電を行
う充電装置とに接続可能に構成され、前記電池の状態を管理する管理装置であって、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶し、前記充電装置から送信
された前記シリアル番号を受信し、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時
刻に基づいて前記シリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充電時刻を算出し、
前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付けて充電情報と
して記憶し、記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けて記
憶されている前記利用者装置固有の識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う管理装
置。
【請求項１１】
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請求項１０に記載の管理装置において、
　前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電池交換を促す
通知を行うことを特徴とする管理装置。
【請求項１２】
請求項１０または請求項１１に記載の管理装置において、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存在する
場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付けられた予定充電時
刻とを消去することを特徴とする管理装置。
【請求項１３】
請求項１２に記載の管理装置において、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存在しな
い場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前記識別情報を表示して充
電が完了していない電池が装着された旨の通知を行うことを特徴とする管理装置。
【請求項１４】
請求項１０乃至１３のいずれか１項に記載の管理装置において、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情報データベースに
て収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池
の予定充電時刻を算出することを特徴とする管理装置。
【請求項１５】
請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の管理装置において、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情報データベースに
て収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池の予定
充電時刻を算出することを特徴とする管理装置。
【請求項１６】
請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の管理装置において、
　前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信されたシリアル番
号を有する電池に充電する充電量を算出することを特徴とする管理装置。
【請求項１７】
固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者が所有する利用者装置と、
前記電池の充電を行う充電装置と、前記電池の状態を管理する管理装置とを有してなる電
池交換システムにおける電池交換方法であって、
　前記充電装置が、前記電池の充電が完了した際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出す処理と、
　前記充電装置が、前記シリアル番号を前記管理装置へ送信する処理と、
　前記利用者装置が、前記電池が装着された際に前記電池から前記シリアル番号を読み出
す処理と、
　前記利用者装置が、該利用者装置が有する固有の識別情報と前記シリアル番号とを対応
付けて対応付け情報として前記管理装置へ送信する処理と、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信した受信時刻に基
づいて前記充電装置から送信されたシリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充
電時刻を算出する処理と、
　前記管理装置が、前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対
応付けて充電情報として記憶する処理と、
　前記管理装置が、前記予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けられ
た前記識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う処理とを有する電池交換方法。
【請求項１８】
請求項１７に記載の電池交換方法において、
　前記管理装置が、前記予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電池交換
を促す通知を行う処理を有することを特徴とする電池交換方法。
【請求項１９】
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請求項１７または請求項１８に記載の電池交換方法において、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充
電情報に存在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付け
られた予定充電時刻とを消去する処理を有することを特徴とする電池交換方法。
【請求項２０】
請求項１９に記載の電池交換方法において、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充
電情報に存在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けられている前記識別情報を
表示して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行う処理を有することを特徴
とする電池交換方法。
【請求項２１】
請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載の電池交換方法において、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情
報データベースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル
番号を有する電池の予定充電時刻を算出する処理を有することを特徴とする電池交換方法
。
【請求項２２】
請求項１７乃至２１のいずれか１項に記載の電池交換方法において、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情
報データベースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を
有する電池の予定充電時刻を算出する処理を有することを特徴とする電池交換方法。
【請求項２３】
請求項１７乃至２２のいずれか１項に記載の電池交換方法において、
　前記充電装置が、前記電池の充電を開始する際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出す処理と、
　前記充電装置が、前記読み出されたシリアル番号を前記管理装置へ送信する処理と、
　前記管理装置が、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信
されたシリアル番号を有する電池に充電する充電量を算出する処理と、
　前記管理装置が、前記算出された充電量を前記充電装置へ送信する処理と、
　前記充電装置が、前記管理装置から送信された充電量を前記電池に充電する処理を有す
ることを特徴とする電池交換方法。
【請求項２４】
固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者装置と前記電池の充電を行
う充電装置とに接続可能に構成され、前記電池の状態を管理する管理装置に、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶する手順と、
　前記充電装置から送信された前記シリアル番号を受信する手順と、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻に基づいて前記シリアル番号を
有する電池の次回に予定される予定充電時刻を算出する手順と、
　前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付けて充電情報
として記憶する手順と、
　記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されてい
る前記利用者装置固有の識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う手順とを実行させ
るプログラム。
【請求項２５】
請求項２４に記載のプログラムにおいて、
　前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電池交換を促す
通知を行う手順を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２６】
請求項２４または請求項２５に記載のプログラムにおいて、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存在する
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場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付けられた予定充電時
刻とを消去する手順を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２７】
請求項２６に記載のプログラムにおいて、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存在しな
い場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前記識別情報を表示して充
電が完了していない電池が装着された旨の通知を行う手順を実行させることを特徴とする
プログラム。
【請求項２８】
請求項２４乃至２７のいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情報データベースに
て収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池
の予定充電時刻を算出する手順を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２９】
請求項２４乃至２８のいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情報データベースに
て収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池の予定
充電時刻を算出する手順を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項３０】
請求項２４乃至２９のいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信されたシリアル番
号を有する電池に充電する充電量を算出する手順を実行させることを特徴とするプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池の交換を行う電池交換システム、管理装置及び電池交換方法に関し、特
に充電を必要とする電池の交換を行う電池交換システム、管理装置及び電池交換方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の日本は、高齢者社会を迎え、高齢者や要介護の人が年々増えてきている。これら
の人々（以下、高齢者等と称する）の一人暮らしも少なくはなく、安否を把握するために
適した連絡手段を持っておくことが重要となっている。
【０００３】
　通常の連絡手段として自宅の固定電話が挙げられるが、自宅内であっても高齢者等がト
イレ等の固定電話から離れた場所で動くことができなくなった場合、連絡を取ることが困
難となってしまう。
【０００４】
　そこで、高齢者等と連絡が取れるように携帯端末を所持させることが多い。
【０００５】
　一方、携帯端末等の電子機器に対する電源供給手段として電池が用いられている。さら
に、この電池を充電することによって再利用できる充電池が主流となってきている。
【０００６】
　これらの充電池は定期的もしくは使用状況によっては不定期に充電をする必要があるが
、携帯端末の電池の充電が必要となる時期を当該携帯端末の所有者が認識するために、充
電池の残量比率等を表示する機能が多くの携帯端末に設けられている。
【０００７】
　携帯端末に表示された充電池の電池残量比率を参照して、携帯端末の電池の充電が必要
であると判断されると、専用の充電器を用いて電池の充電が行われる。
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【０００８】
　近年においては、旅行先などで充電器を所持していない場合であっても携帯端末の電池
を充電することができるように、所定の場所に携帯端末を充電するための充電器を有する
充電ステーションを設置し、その充電ステーションにて携帯端末の充電を行うことができ
るシステムが考えられている。
【０００９】
　しかし、上述した充電ステーションの空き状況や位置情報等が不明であるため、使用者
が充電ステーションを利用しがたいという問題点がある。
【００１０】
　そこで、携帯端末にて電池残量を監視し、電池残量が所定の閾値を下回った場合、管理
サーバに通知し、管理サーバにて適当な充電ステーションを予約する方法が考えられてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－３４８７５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、高齢者等に携帯端末を所持させても、高齢者等が電子機器の使用に不慣
れであることにより、充電池の充電が行えずに電池切れを起こしてしまう虞があるという
問題点がある。
【００１２】
　そこで、特許文献１に記載された方法を用いて、管理サーバが携帯端末の電池残量を監
視し、電池残量が所定の閾値を下回った場合、当該携帯端末を所持する高齢者等の自宅に
ヘルパー等が出向き、携帯端末の充電池を充電するという方法が考えられる。
【００１３】
　しかし上記の方法においては、携帯端末に電池残量を監視する機構を設けなければなら
ないという問題点がある。また、携帯端末の使用状況に基づいて電池残量を算出しなけれ
ばならなく、携帯端末の装置としての規模が大きくなってしまうという問題点がある。さ
らに、携帯端末にかかる処理の負担が大きくなってしまうという問題点がある。
【００１４】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
適切な時期に充電池を充電するために充電済みの他の充電池と容易に交換することができ
る電池交換システム、管理装置及び電池交換方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために本発明は、
　固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者が所有する利用者装置と
、前記電池の充電を行う充電装置と、前記電池の状態を管理する管理装置とを有してなる
電池交換システムにおいて、
　前記利用者装置は、固有の識別情報を有し、前記電池が装着された際に前記電池から前
記シリアル番号を読み出し、前記識別情報と前記シリアル番号とを対応付けて対応付け情
報として前記管理装置へ送信し、
　前記充電装置は、前記電池の充電が完了した際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出し、該シリアル番号を前記管理装置へ送信し、
　前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶し、前記
充電装置から送信されたシリアル番号を受信し、前記利用者装置から送信された対応付け
情報の受信時刻に基づいて前記シリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充電時
刻を算出し、前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付け
て充電情報として記憶し、記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と
対応付けて記憶されている前記識別情報を表示して電池交換を促す通知を行うことを特徴
とする。
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【００１６】
　また、前記管理装置は、前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早
い時刻に電池交換を促す通知を行うことを特徴とする。
【００１７】
　また、前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が
前記充電情報に存在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対
応付けられた予定充電時刻とを消去することを特徴とする。
【００１８】
　また、前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が
前記充電情報に存在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前
記識別情報を表示して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行うことを特徴
とする。
【００１９】
　また、前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用
状況情報データベースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シ
リアル番号を有する電池の予定充電時刻を算出することを特徴とする。
【００２０】
　また、前記管理装置は、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用
状況情報データベースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル
番号を有する電池の予定充電時刻を算出することを特徴とする。
【００２１】
　また、前記管理装置は、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置か
ら送信されたシリアル番号を有する電池に充電する充電量を算出し、前記算出された充電
量を前記充電装置へ送信し、
　前記充電装置は、前記電池の充電を開始する際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出し、該シリアル番号を前記管理装置へ送信し、前記管理装置から送信された充電量を前
記電池に充電することを特徴とする。
【００２２】
　また、前記電池は、
　前記利用者装置に電源を供給する電源部と、
　前記シリアル番号を記憶する記憶部とを有することを特徴とする。
【００２３】
　また、前記識別情報は、前記利用者装置の電話番号であることを特徴とする。
【００２７】
　また、固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者装置と前記電池の
充電を行う充電装置とに接続可能に構成され、前記電池の状態を管理する管理装置であっ
て、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶し、前記充電装置から送信
された前記シリアル番号を受信し、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時
刻に基づいて前記シリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充電時刻を算出し、
前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付けて充電情報と
して記憶し、記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けて記
憶されている前記利用者装置固有の識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う。
【００２８】
　また、前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電池交換
を促す通知を行うことを特徴とする。
【００２９】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存
在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付けられた予定
充電時刻とを消去することを特徴とする。
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【００３０】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存
在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前記識別情報を表示
して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行うことを特徴とする。
【００３１】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情報データベ
ースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有す
る電池の予定充電時刻を算出することを特徴とする。
【００３２】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情報データベ
ースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池
の予定充電時刻を算出することを特徴とする。
【００３３】
　また、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信されたシリ
アル番号を有する電池に充電する充電量を算出することを特徴とする。
【００３４】
　また、固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者が所有する利用者
装置と、前記電池の充電を行う充電装置と、前記電池の状態を管理する管理装置とを有し
てなる電池交換システムにおける電池交換方法であって、
　前記充電装置が、前記電池の充電が完了した際に前記電池から前記シリアル番号を読み
出す処理と、
　前記充電装置が、前記シリアル番号を前記管理装置へ送信する処理と、
　前記利用者装置が、前記電池が装着された際に前記電池から前記シリアル番号を読み出
す処理と、
　前記利用者装置が、該利用者装置が有する固有の識別情報と前記シリアル番号とを対応
付けて対応付け情報として前記管理装置へ送信する処理と、
　前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信した受信時刻に基
づいて前記充電装置から送信されたシリアル番号を有する電池の次回に予定される予定充
電時刻を算出する処理と、
　前記管理装置が、前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対
応付けて充電情報として記憶する処理と、
　前記管理装置が、前記予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けられ
た前記識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う処理とを有する。
【００３５】
　また、前記管理装置が、前記予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電
池交換を促す通知を行う処理を有することを特徴とする。
【００３６】
　また、前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が
前記充電情報に存在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対
応付けられた予定充電時刻とを消去する処理を有することを特徴とする。
【００３７】
　また、前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が
前記充電情報に存在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けられている前記識別
情報を表示して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行う処理を有すること
を特徴とする。
【００３８】
　また、前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用
状況情報データベースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シ
リアル番号を有する電池の予定充電時刻を算出する処理を有することを特徴とする。
【００３９】
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　また、前記管理装置が、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用
状況情報データベースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル
番号を有する電池の予定充電時刻を算出する処理を有することを特徴とする。
【００４０】
　また、前記充電装置が、前記電池の充電を開始する際に前記電池から前記シリアル番号
を読み出す処理と、
　前記充電装置が、前記読み出されたシリアル番号を前記管理装置へ送信する処理と、
　前記管理装置が、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信
されたシリアル番号を有する電池に充電する充電量を算出する処理と、
　前記管理装置が、前記算出された充電量を前記充電装置へ送信する処理と、
　前記充電装置が、前記管理装置から送信された充電量を前記電池に充電する処理を有す
ることを特徴とする。
【００４４】
　また、固有のシリアル番号を有する電池から電源が供給される利用者装置と前記電池の
充電を行う充電装置とに接続可能に構成され、前記電池の状態を管理する管理装置に、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶する手順と、
　前記充電装置から送信された前記シリアル番号を受信する手順と、
　前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻に基づいて前記シリアル番号を
有する電池の次回に予定される予定充電時刻を算出する手順と、
　前記充電装置から送信されたシリアル番号と前記予定充電時刻とを対応付けて充電情報
として記憶する手順と、
　記憶された予定充電時刻よりも前に当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されてい
る前記利用者装置固有の識別情報を表示して電池交換を促す通知を行う手順とを実行させ
る。
【００４５】
　また、前記記憶された予定充電時刻よりも予め設定された期間だけ早い時刻に電池交換
を促す通知を行う手順を実行させることを特徴とする。
【００４６】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存
在する場合、前記充電情報から当該シリアル番号と該シリアル番号に対応付けられた予定
充電時刻とを消去する手順を実行させることを特徴とする。
【００４７】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報のシリアル番号が前記充電情報に存
在しない場合、当該電池のシリアル番号と対応付けて記憶されている前記識別情報を表示
して充電が完了していない電池が装着された旨の通知を行う手順を実行させることを特徴
とする。
【００４８】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と利用状況情報データベ
ースにて収集された前記利用者装置の利用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有す
る電池の予定充電時刻を算出する手順を実行させることを特徴とする。
【００４９】
　また、前記利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻と使用状況情報データベ
ースにて収集された前記電池の使用状況情報とに基づいて前記シリアル番号を有する電池
の予定充電時刻を算出する手順を実行させることを特徴とする。
【００５０】
　また、前記利用者の情報である利用者情報に基づいて前記充電装置から送信されたシリ
アル番号を有する電池に充電する充電量を算出する手順を実行させることを特徴とする。
【００５１】
　上記のように構成された本発明においては、固有のシリアル番号を有する電池から電源
が供給され、固有の識別情報を有する利用者装置にて、電池が装着された際に電池からシ
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リアル番号が読み出され、識別情報とシリアル番号とが対応付けられて対応付け情報とし
て管理装置へ送信され、電池の充電を行う充電装置にて、電池の充電が完了した際に電池
からシリアル番号が読み出され、当該シリアル番号が管理装置へ送信され、電池の状態を
管理する管理装置にて、利用者装置から送信された対応付け情報が受信されて記憶され、
充電装置から送信されたシリアル番号が受信され、利用者装置から送信された対応付け情
報の受信時刻に基づいてシリアル番号を有する電池の予定充電時刻が算出され、充電装置
から送信されたシリアル番号と予定充電時刻とが対応付けられて充電情報として記憶され
、記憶された予定充電時刻よりも前に電池交換を促す通知が行われる。
【００５２】
　これにより、利用者装置に電池が装着された時刻に基づいて、電池の予定充電時刻が算
出され、予定充電時刻よりも前に通知が行われるため、利用者装置の電池切れを容易に防
止することができる。
【発明の効果】
【００５３】
　以上説明したように本発明においては、固有のシリアル番号を有する電池から電源が供
給され、固有の識別情報を有する利用者装置が、電池が装着された際に電池からシリアル
番号を読み出し、識別情報とシリアル番号とを対応付けて対応付け情報として管理装置へ
送信し、電池の充電を行う充電装置が、電池の充電が完了した際に電池からシリアル番号
を読み出し、当該シリアル番号を管理装置へ送信し、電池の状態を管理する管理装置が、
利用者装置から送信された対応付け情報を受信して記憶し、充電装置から送信されたシリ
アル番号を受信し、利用者装置から送信された対応付け情報の受信時刻に基づいてシリア
ル番号を有する電池の予定充電時刻を算出し、充電装置から送信されたシリアル番号と予
定充電時刻とを対応付けて充電情報として記憶し、記憶された予定充電時刻よりも前に電
池交換を促す通知を行う構成としたため、適切な時期に充電池を充電するために充電済み
の他の充電池と容易に交換することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の電池交換システムの第１の実施の形態を示す図である。
【００５５】
　本形態は図１に示すように、端末１０１と、充電器１０２と、管理装置１０３とから構
成されている。端末１０１は、本システムを利用する利用者が所持する携帯端末等の利用
者装置である。充電器１０２は、端末１０１に装着された充電池を充電する充電装置であ
る。管理装置１０３は、端末１０１に装着された充電池の充電状態を管理し、端末１０１
及び充電器１０２との間にて情報の送受信ができるように接続可能に設けられている。
【００５６】
　また、端末１０１には、電池１１１と、シリアル番号読み出し部１１２と、メモリ１１
３と、識別情報読み出し部１１４と、送信部１１５とが設けられている。電池１１１は、
端末１０１を動作させるために端末１０１に電源を供給する充電池であり、取り外し可能
なものである。
【００５７】
　図２は、図１に示した電池１１１の一構成例を示す図である。
【００５８】
　図１に示した電池１１１は図２に示すように、電源部１１６と、記憶部１１７とから構
成されている。電源部１１６は、端末１０１を動作させるために端末１０１に電源を供給
する。記憶部１１７は、電池１１１を識別するための固有のシリアル番号を記憶する。
【００５９】
　シリアル番号読み出し部１１２は、電池１１１に予め記憶されているシリアル番号を読
み出す。メモリ１１３は、端末１０１を識別するための固有の識別情報を記憶する記憶部
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である。識別情報読み出し部１１４は、メモリ１１３に記憶されている識別情報を読み出
す。送信部１１５は、シリアル番号読み出し部１１２によって読み出されたシリアル番号
と、識別情報読み出し部１１４によって読み出された識別情報とを管理装置１０３へ送信
する。送信手段は、ＰＨＳ等の無線を使用してもかまわない。
【００６０】
　また、充電器１０２には、充電部１２１と、シリアル番号読み出し部１２２と、送信部
１２３とが設けられている。充電部１２１は、端末１０１から取り外された電池１１１を
充電する。シリアル番号読み出し部１２２は、充電部１２１にて充電された電池１１１か
らシリアル番号を読み出す。送信部１２３は、シリアル番号読み出し部１２２によって読
み出されたシリアル番号を管理装置１０３へ送信する。
【００６１】
　また、管理装置１０３には、電池情報データベース１３１と、端末情報データベース１
３２とが設けられている。電池情報データベース１３１は、電池１１１の情報を記憶する
第１のデータベースである。具体的な構造については後述する。端末情報データベース１
３２は、端末１０１の情報を記憶する第２のデータベースである。これについても、具体
的な構造を後述する。
【００６２】
　以下に、上記のように構成された電池交換システムにおける電池交換方法について説明
する。
【００６３】
　図３は、図１及び図２に示した電池交換システムにおける電池交換方法を説明するため
のシーケンス図である。
【００６４】
　まず、充電器１０２の充電部１２１にて、電池１１１の充電が行われる（ステップＳ１
）。このとき、電池１１１は充電部１２１に装着されて充電が行われる。
【００６５】
　充電器１０２の充電部１２１にて、電池１１１の充電が完了すると、シリアル番号読み
出し部１２２によって充電部１２１に装着されている電池１１１からシリアル番号が読み
出される（ステップＳ２）。電池１１１から読み出されるシリアル番号は、電池１１１が
識別可能な固有の番号であり、電池１１１が製造された段階で、電池１１１の記憶部１１
７に予め記憶されたものである。
【００６６】
　充電部１２１に装着されている電池１１１からシリアル番号がシリアル番号読み出し部
１２２によって読み出されると、読み出されたシリアル番号が送信部１２３から管理装置
１０３へ送信される（ステップＳ３）。
【００６７】
　送信部１２３から送信されたシリアル番号が管理装置１０３にて受信されると（ステッ
プＳ４）、受信されたシリアル番号が電池情報データベース１３２に記憶される（ステッ
プＳ５）。
【００６８】
　図４は、図１に示した電池情報データベース１３１の構造の一例を示す図である。
【００６９】
　図１に示した電池情報データベース１３１には図４に示すように、シリアル番号と次回
に予定される予定充電時刻とが対応付けられた充電情報が記憶されている。ここでは、説
明の便宜上、予定充電時刻を予定充電日として説明する。このシリアル番号は、充電器１
０２から送信されて管理装置１０３にて受信されたシリアル番号である。また、予定充電
日は、当該電池が消耗して充電が必要となる日（当該電池を充電すべき日、あるいは充電
が完了した他の電池に交換すべき日）を示すものであり、詳細については後述する。なお
、この最初の充電完了の段階では、シリアル番号のみが記憶される。
【００７０】
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　その後、電池１１１が端末１０１に装着されると（ステップＳ６）、シリアル番号読み
出し部１１２によって電池１１１からシリアル番号が読み出される（ステップＳ７）。同
時に、識別情報読み出し部１１４によってメモリ１１３に予め記憶されている識別情報が
読み出される（ステップＳ８）。ここで、メモリ１１３に予め記憶されている識別情報は
、端末１０１を識別可能な固有の情報であれば良く、端末１０１の電話番号であっても良
い。
【００７１】
　そして、シリアル番号読み出し部１１２によって電池１１１から読み出されたシリアル
番号と、識別情報読み出し部１１４によってメモリ１１３から読み出された識別情報とが
対応付けられて対応付け情報として送信部１１５から管理装置１０３へ送信される（ステ
ップＳ９）。
【００７２】
　端末１０１の送信部１１５から送信された対応付け情報が管理装置１０３にて受信され
ると（ステップＳ１０）、受信された対応付け情報が端末情報データベース１３２に記憶
される（ステップＳ１１）。
【００７３】
　図５は、図１に示した端末情報データベース１３２の構造の一例を示す図である。
【００７４】
　図１に示した端末情報データベース１３２には図５に示すように、シリアル番号と識別
情報とが対応付けられて記憶されている。これらは端末１０１から送信された対応付け情
報である。つまり、どの端末１０１にどの電池１１１が装着されているかを示す情報が記
憶されている。例えば、シリアル番号が「０００００００１」である電池１１１は、識別
情報が「０９０－１２３４－５６７８」である端末１０１に装着されている情報が記憶さ
れている。また、シリアル番号が「１１１１１１１１」である電池１１１は、識別情報「
０８０－２２２２－３３３３」である端末１０１に装着されている情報が記憶されている
。また、シリアル番号が「５５５５５５５５」である電池１１１は、識別情報が「０９０
－７７７７－８８８８」である端末１０１に装着されている情報が記憶されている。
【００７５】
　また、ステップＳ１０にて、端末１０１の送信部１１５から送信された対応付け情報が
管理装置１０３にて受信された際に、管理装置１０３にて電池情報データベース１３１が
参照される。具体的には、管理装置１０３にて受信された対応付け情報に含まれるシリア
ル番号が、電池情報データベース１３１にすでに記憶されているかどうかが判断される。
【００７６】
　管理装置１０３にて受信された対応付け情報に含まれるシリアル番号が、電池情報デー
タベース１３１にすでに記憶されていると判断された場合、ステップＳ１１の処理が行わ
れる。そして、当該シリアル番号とそのシリアル番号に対応付けられた予定充電日との充
電情報が電池情報データベース１３１から消去される。
【００７７】
　一方、管理装置１０３にて受信された対応付け情報に含まれるシリアル番号が、電池情
報データベース１３１に記憶されていないと判断された場合は、充電が完了していない電
池１１１が端末１０１に装着されたと認識され、その旨が管理装置１０３に表示される。
そのとき、当該シリアル番号の電池１１１が装着された端末１０１の識別情報が表示され
るものであっても良い。
【００７８】
　また、ステップＳ１１にて、管理装置１０３にて受信された対応付け情報に含まれる識
別情報を持つ対応付け情報が端末情報データベース１３２にすでに記憶されている場合、
すでに記憶されている対応付け情報が消去され、受信された対応付け情報が端末情報デー
タベース１３２に記憶される。これにより、同じ識別情報を含む複数の対応付け情報が端
末情報データベース１３２に存在することを防止する。
【００７９】
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　また、端末１０１の送信部１１５から送信された対応付け情報が管理装置１０３にて受
信されると、電池１１１の予定充電日が算出される（ステップＳ１２）。
【００８０】
　予定充電日は、端末１０１の送信部１１５から送信された対応付け情報がステップＳ１
０にて管理装置１０３にて受信された時刻、つまり電池１１１が端末１０１に装着された
時刻に基づいて算出される。ここでは、説明の便宜上、予定充電日は電池１１１が端末１
０１に装着された日に基づいて算出されるものとして説明する。例えば、電池１１１の平
均寿命が１ヶ月であったとすると、電池１１１が端末１０１に装着された日が８月１日で
ある場合、予定充電日は９月１日であると算出される。
【００８１】
　このとき、ステップＳ４にてシリアル番号が受信された受信時刻が考慮されて予定充電
日が算出されるものであっても良い。つまり、ステップＳ４にてシリアル番号が受信され
た受信時刻から、ステップＳ１０にて対応付け情報が受信された時刻までの時間（以下、
保管時間と称する）が予め設定された時間よりも長い場合は、保管時間が予め設定された
時間よりも短い場合よりも予定充電時刻が早い時刻であると算出されるものであっても良
い。これは、保管時間が予め設定された時間よりも長い場合、自然放電により充電量が少
なくなったことを考慮するものである。また、何らかの手段を用いて自然放電を防ぐもの
であれば、ステップＳ４にてシリアル番号が受信された受信時刻を考慮する必要はない。
また、ステップＳ４にてシリアル番号が受信された受信時刻のみを用いて予定充電日が算
出されるものであっても良い。
【００８２】
　また、どの端末１０１においても使用頻度等の利用状況がある程度同じであれば上記の
算出方法で良いが、利用状況に基づいて予定充電時刻（予定充電日）が算出されるもので
あっても良い。
【００８３】
　図６は、端末１０１の識別情報と端末１０１の利用状況情報との対応付けが記憶された
利用状況情報データベース（不図示）の構造の一例を示す図である。
【００８４】
　図６に示した利用状況情報データベースの構造を参照すると、各端末１０１の識別情報
と利用状況情報である通話時間とが対応付けられている。この利用状況情報データベース
は、管理装置１０３に設けられているものである。例えば、識別情報が「０９０－１２３
４－５６７８」である端末１０１の通話時間は、１０分４５秒である情報が記憶されてい
る。また、識別情報が「０８０－２２２２－３３３３」である端末１０１の通話時間は、
２分１０秒である情報が記憶されている。また、識別情報が「０９０－７７７７－８８８
８」である端末１０１の通話時間は、３分３２秒である情報が記憶されている。これらの
利用状況情報は、通話が行われるたびに管理装置１０３にて収集されるものである。これ
らの情報を考慮して、上述した予定充電日が算出されるものであっても良い。当然、通話
時間が短い端末１０１に装着されている電池１１１の予定充電日は、通話時間が長い端末
１０１に装着されている電池１１１の予定充電日よりも後の日になることは言うまでもな
い。なお、ここでの通話時間は、端末１０１が管理装置１０３と通話した時間であって、
端末１０１が他の装置と通話した時間については考慮されていない。そのため、端末１０
１は、管理装置１０３とのみ通話が可能なものであることが望ましい。
【００８５】
　また、電池１１１の使用期間や使用頻度といった使用状況が、予定充電日の算出に考慮
されるものであっても良い。
【００８６】
　図７は、電池１１１のシリアル番号と電池１１１の使用状況情報との対応付けが記憶さ
れた使用状況情報データベース（不図示）の構造の一例を示す図である。
【００８７】
　図７に示した使用状況情報データベースの構造を参照すると、電池１１１のシリアル番
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号と電池１１１の使用状況情報である電池１１１の製造時期と電池１１１の過去の充電回
数とが対応付けられている。この使用状況情報データベースは、管理装置１０３に設けら
れているものである。例えば、シリアル番号が「０００００００１」である電池１１１の
製造時期は、２００５年１０月であり、過去の充電回数が８回である情報が記憶されてい
る。また、シリアル番号が「１１１１１１１１」である電池１１１の製造時期は、２００
４年１２月であり、過去の充電回数が１２回である情報が記憶されている。また、シリア
ル番号が「５５５５５５５５」である電池１１１の製造時期は、２００６年１月であり、
過去の充電回数が３回である情報が記憶されている。これらの使用状況情報は予め収集さ
れ、充電が行われるたびに管理装置１０３にて更新されるものである。これらの情報を考
慮して、上述した予定充電日が算出されるものであっても良い。当然、製造時期が早く、
過去の充電回数が多い電池１１１の予定充電日は、製造時期が遅く、過去の充電回数が少
ない電池１１１の予定充電日よりも先の日になることは言うまでもない。
【００８８】
　以上により算出された予定充電日が電池情報データベース１３１に記憶される（ステッ
プＳ１３）。ここで、図４に示した電池情報データベース１３１の構造の予定充電日に記
憶されることとなる。例えば、図４に示すように、シリアル番号が「０００００００１」
である電池１１１の予定充電日は、２００６年９月２２日である情報が記憶される。また
、シリアル番号が「１１１１１１１１」である電池１１１の予定充電日は、２００６年１
１月１１日である情報が記憶される。また、シリアル番号が「５５５５５５５５」である
電池１１１の予定充電日は、２００６年１０月３日である情報が記憶される。ここで、予
定充電日とは、端末１０１に装着されている電池１１１が消耗して充電が必要となる日を
示すものであり、充電が完了した他の電池に交換すべき交換日を示すものでもある。
【００８９】
　その後、予定充電日よりも予め設定された日だけ早い日である予定通知日になったこと
が管理装置１０３にて認識されると（ステップＳ１４）、電池を充電あるいは交換を促す
通知が行われる（ステップＳ１５）。この通知は管理装置１０３に設けられた表示部（不
図示）に表示されるものであっても良い。なお、このとき対象の電池１１１が装着された
端末１０１の識別情報が、当該電池１１１のシリアル番号を検索キーとして端末情報デー
タベース１３２にて検索されて読み出され、読み出された端末１０１の識別情報が表示さ
れるものであっても良い。例えば、次回の充電日が１０月１日であり、予め設定された日
が３日間であれば、１０月１日の３日前である９月２８日が予定通知日となり、９月２８
日に通知が行われるものであっても良い。
【００９０】
　上述したように、端末１０１に電池１１１が装着された時に基づいて、電池１１１の予
定充電日、あるいは他の電池１１１への交換日が算出され、当該日よりも前に通知が行わ
れることにより、端末１０１の電池切れを容易に防止することができる。
【００９１】
　次に、上述した方法によって充電された電池１１１が装着された端末１０１の使用例に
ついて説明する。ここでは、介護が必要な高齢者等が端末１０１を所持した場合を例に挙
げて説明する。
【００９２】
　図８は、図１に示した端末１０１の外観構成の一例を示す図である。
【００９３】
　図１に示した端末１０１の外観は図８に示すように、発着信ボタン１００１と、切断ボ
タン１００２と、スピーカー１００３と、マイク１００４と、ねじ１００５と、ふた１０
０６とから構成されている。発着信ボタン１００１は、管理装置１０３が設けられたセン
ターへの発信及びセンターからの着信に応答する際に押すボタンである。切断ボタン１０
０２は、通話が終了し、切断する際に押すボタンである。スピーカー１００３は、通話の
相手から送信された音声を出力する一般的な音声出力手段である。マイク１００４は、一
般的な集音手段である。ねじ１００５は、利用者がふた１００６を容易に開けることがで
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きないように専用の工具のみを用いて回すことができるねじであるが、特に本発明に特化
した形状でなくても良い。ふた１００６は、電池１１１が端末１０１に装着された際に閉
めるふたである。
【００９４】
　図９は、図８に示した端末１０１の構成の一例を示す図である。
【００９５】
　図８に示した端末１０１には図９に示すように、発着信ボタン１００１と、スピーカー
１００３と、マイク１００４と、受信部１０１４と、着信検出部１０１５と、発信者番号
確認部１０１６と、タイマー１０１７，１０２２，１０２８と、発信者番号保持部１０１
８，１０２６と、復調部１０１９と、着信部１０２０と、アンプ１０２１，１０２４と、
増幅度制御部１０２３と、変調部１０２５と、送信部１０２７とが含まれている。受信部
１０１４は、センターからの発信を受信する。着信検出部１０１５は、受信部１０１４に
て受信された発信の着信を検出する。発信者番号確認部１０１６は、着信検出部１０１５
にて検出された着信について、発信者番号を確認する。タイマー１０１７，１０２２，１
０２８は、満了値が予め設定されたタイマーである。発信者番号保持部１０１８は、着信
可能な発信者番号を予め保持する。復調部１０１９は、着信した音声を復調する。着信部
１０２０は、端末１０１をオフフックする。アンプ１０２１，１０２４は、音声を増幅す
る。増幅度制御部１０２３は、アンプ１０２４の増幅度を制御する。変調部１０２５は、
アンプ１０２４にて増幅された音声を変調する。発信者番号保持部１０２６は、端末１０
１が発信できる発信者の番号を保持する。送信部１０２７は、変調部１０２５にて変調さ
れた音声を発信先へ送信する。
【００９６】
　以下に、図９に示した構成を有する端末１０１における着信処理について説明する。
【００９７】
　図１０は、図９に示した構成を有する端末１０１における着信処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【００９８】
　受信部１０１４にてセンターからの発信が受信されると、着信検出部１０１５にて着信
が検出される（ステップＳ２１）。検出された着信について発信者番号が発信者番号確認
部１０１６にて確認される。このとき、発信者番号が発信者番号保持部１０１８に予め登
録されている番号であるかどうかが判断される（ステップＳ２２）。
【００９９】
　発信者番号が発信者番号保持部１０１８に予め登録されている番号ではない場合、処理
は終了する。つまり、着信拒否となる。
【０１００】
　一方、発信者番号が発信者番号保持部１０１８に予め登録されている番号であると判断
された場合、呼び出しが開始され（ステップＳ２３）、タイマー１０１７が起動する（ス
テップＳ２４）。
【０１０１】
　その後、発着信ボタン１００１が押されたかどうかが判断され（ステップＳ２５）、発
着信ボタン１００１が押されたと判断された場合、タイマー１０１７が停止する（ステッ
プＳ２６）。そして、着信部１０２０にて着信が行われ、センターから送信された音声が
復調部１０１９にて復調され、アンプ１０２１にて増幅され、スピーカー１００３から出
力される（ステップＳ２７）。また、マイク１００４が有効に設定され、マイク１００４
によって利用者の音声が集められ、増幅度制御部１０２３にて制御された増幅度でアンプ
１０２４にて増幅され、変調部１０２５にて変調され、送信部１０２７からセンターへ送
信される（ステップＳ２８）。
【０１０２】
　一方、ステップＳ２５にて、利用者によって発着信ボタン１００１が押されていないと
判断された場合、タイマー１０１７が満了したかどうかが判断される（ステップＳ２９）
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。
【０１０３】
　タイマー１０１７が満了していないと判断された場合、ステップＳ２５の処理に戻る。
【０１０４】
　一方、タイマー１０１７が満了したと判断された場合は、着信部１０２０にて着信が行
われ、センターから送信された音声が復調部１０１９にて復調され、アンプ１０２１にて
増幅され、スピーカー１００３から出力される（ステップＳ３０）。同時に、タイマー１
０２２が起動する（ステップＳ３１）。
【０１０５】
　その後、さらに発着信ボタン１００１が押されたかどうかが判断され（ステップＳ３２
）、発着信ボタン１００１が押されたと判断された場合、タイマー１０２２が停止する（
ステップＳ３３）。そして、マイク１００４が有効に設定され、マイク１００４によって
利用者の音声が集められ、増幅度制御部１０２３にて制御された増幅度でアンプ１０２４
にて増幅され、変調部１０２５にて変調され、送信部１０２７からセンターへ送信される
（ステップＳ２８）。
【０１０６】
　一方、ステップＳ３２にて、利用者によって発着信ボタン１００１が押されていないと
判断された場合、タイマー１０２２が満了したかどうかが判断される（ステップＳ３４）
。
【０１０７】
　タイマー１０２２が満了していないと判断された場合、ステップＳ３２の処理に戻る。
【０１０８】
　一方、タイマー１０２２が満了したと判断された場合は、マイク１００４が有効に設定
され、マイク１００４によって利用者の音声が集められ、増幅度制御部１０２３にて制御
された増幅度でアンプ１０２４にて増幅され、変調部１０２５にて変調され、送信部１０
２７からセンターへ送信される（ステップＳ３５）。同時に、タイマー１０２８が起動す
る（ステップＳ３６）。
【０１０９】
　その後、マイク１００４を通してセンターにて音声が認識されたかどうかが判断され（
ステップＳ３７）、音声が認識されないと判断された場合、タイマー１０２８が満了した
かどうかが判断される（ステップＳ３８）。
【０１１０】
　タイマー１０２８が満了していないと判断された場合、ステップＳ３７の処理に戻る。
【０１１１】
　一方、タイマー１０２８が満了したと判断された場合は、増幅度制御部１０２３によっ
てアンプ１０２４の増幅度が変更される（ステップＳ３９）。つまりマイク１００４によ
って集められる音声の増幅度を上げて、小さな音声であってもセンターにて認識できるよ
うにする。
【０１１２】
　なお、タイマー１０１７，１０２２，１０２８の満了値、及び増幅度制御部１０２３に
て制御される増幅度は、予め設定された値であっても良いが、センターから変更できるも
のであっても良い。
【０１１３】
　図１１は、図９に示した増幅度制御部１０２３にて制御される増幅度をセンターから変
更できる構成の一例を示す図である。
【０１１４】
　図１１に示した構成は、図９に示した構成に増幅度変更指示検出部１０２９を追加した
ものである。増幅度変更指示がセンターから送信されると、増幅度変更指示検出部１０２
９にて検出され、検出された指示に基づいた増幅度が増幅度制御部１０２３に設定される
。
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（第２の実施の形態）
　以下に、本発明の電池交換システムの第２の実施の形態について説明する。
【０１１５】
　本形態は、自宅から駅または学校または職場（以下、駅等と称する）まで自転車を利用
して通勤または通学する利用者をターゲットとして、夜間自転車のライトを点灯させるた
めの電池の充電に関するものである。
【０１１６】
　図１２は、本発明の電池交換システムの第２の実施の形態を示す図である。
【０１１７】
　本形態は図１２に示すように、自転車２０１と、充電器２０２と、管理装置２０３とか
ら構成されている。自転車２０１は、本システムを利用する利用者が使用する利用者装置
である。充電器２０２は、自転車２０１に装着された充電池を充電する充電装置であり、
駅等の駐輪場に設けられたものである。管理装置２０３は、自転車２０１に装着された充
電池の充電状態を管理し、自転車２０１及び充電器２０２との間にて情報の送受信ができ
るように接続可能に設けられている。なお、自転車２０１は装着された電池によってライ
トが点灯するものである。
【０１１８】
　また、自転車２０１には、電池２１１と、シリアル番号読み出し部２１２と、メモリ２
１３と、利用者情報読み出し部２１４と、送信部２１５と、ライト２１６とが設けられて
いる。電池２１１は、ライト２１６を点灯させるためにライト２１６に電源を供給する充
電池であり、取り外し可能なものである。電池２１１の構成については、第１の実施の形
態にて説明した電池１１１の構成と同様である。シリアル番号読み出し部２１２は、電池
２１１に予め記憶されているシリアル番号を読み出す。メモリ２１３は、自転車２０１を
利用する利用者（または所有者）の利用者情報を記憶する記憶部である。利用者情報読み
出し部２１４は、メモリ２１３に記憶されている利用者情報を読み出す。送信部２１５は
、シリアル番号読み出し部２１２によって読み出されたシリアル番号と、利用者情報読み
出し部２１４によって読み出された利用者情報とを管理装置２０３へ送信する。送信方法
は、ここでは特に規定しない。
【０１１９】
　また、充電器２０２には、充電部２２１と、シリアル番号読み出し部２２２と、送受信
部２２３とが設けられている。充電部２２１は、自転車２０１から取り外された電池２１
１を充電する。シリアル番号読み出し部２２２は、充電部２２１にて充電される電池２１
１からシリアル番号を読み出す。送受信部２２３は、シリアル番号読み出し部２２２によ
って読み出されたシリアル番号を管理装置２０３へ送信し、管理装置２０３から送信され
た充電量の情報を受信する。
【０１２０】
　また、管理装置２０３には、利用者情報データベース２３１と、自転車情報データベー
ス２３２と、充電量情報データベース２３３とが設けられている。利用者情報データベー
ス２３１は、利用者に関する情報を記憶する。具体的な構造については後述する。自転車
情報データベース２３２は、自転車２０１に関する情報を記憶する。これについても、具
体的な構造を後述する。充電量情報データベース２３３は、自転車２０１の走行距離とそ
れに必要な電池２１１の充電量とを対応付けて記憶する。
【０１２１】
　以下に、上記のように構成された電池交換システムにおける電池交換方法について説明
する。
【０１２２】
　図１３は、図１２に示した電池交換システムにおける電池交換方法を説明するためのシ
ーケンス図である。
【０１２３】
　まず、メモリ２１３に利用者の利用者情報を予め記憶しておく。この利用者情報は、利
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用者を識別できる識別情報（例えば、利用者名）と自転車２０１の走行距離（例えば、自
宅から駅等までの距離）とが対応付けられた情報である。
【０１２４】
　また、駐輪場を最初に利用する際に、自転車２０１の利用者登録が必要となる。
【０１２５】
　まずは、シリアル番号読み出し部２１２によって、電池２１１に予め記憶されているシ
リアル番号が読み出される（ステップＳ５１）。また、利用者情報読み出し部２１４によ
って、メモリ２１３に予め記憶されている利用者情報が読み出される（ステップＳ５２）
。
【０１２６】
　その後、シリアル番号読み出し部２１２によって電池２１１から読み出されたシリアル
番号と、利用者情報読み出し部２１４によってメモリ２１３から読み出された利用者情報
とが送信部２１５から管理装置２０３へ送信される（ステップＳ５３）。
【０１２７】
　自転車２０１の送信部２１５から送信されたシリアル番号と利用者情報とが管理装置２
０３にて受信されると（ステップＳ５４）、利用者情報が利用者情報データベース２３１
に、また、シリアル番号と利用者情報に含まれる利用者名とが自転車情報データベース２
３２にそれぞれ記憶される（ステップＳ５５）。
【０１２８】
　図１４は、図１２に示した利用者情報データベース２３１の構造の一例を示す図である
。
【０１２９】
　図１２に示した利用者情報データベース２３１には図１４に示すように、利用者名と走
行距離とが対応付けられて記憶されている。これらは自転車２０１から送信された利用者
情報である。例えば、福沢諭吉さん所有の自転車２０１の走行距離は４．３ｋｍである情
報が記憶されている。また、樋口一葉さん所有の自転車２０１の走行距離は２．１ｋｍで
ある情報が記憶されている。また、野口英世さん所有の自転車２０１の走行距離は１．７
ｋｍである情報が記憶されている。
【０１３０】
　図１５は、図１２に示した自転車情報データベース２３２の構造の一例を示す図である
。
【０１３１】
　図１２に示した自転車情報データベース２３２には図１５に示すように、電池２１１の
シリアル番号と利用者名とが対応付けられて記憶されている。これらは自転車２０１から
送信されたシリアル番号と利用者情報に含まれる利用者名である。例えば、シリアル番号
が「１００００８３４」である電池２１１が装着された自転車２０１は福沢諭吉さん所有
の自転車２０１である情報が記憶されている。また、シリアル番号が「０５０００８７２
」である電池２１１が装着された自転車２０１は樋口一葉さん所有の自転車２０１である
情報が記憶されている。また、シリアル番号が「０１０００８７６」である電池２１１が
装着された自転車２０１は野口英世さん所有の自転車２０１である情報が記憶されている
。
【０１３２】
　その後、電池２１１を充電するために、充電器２０２の充電部２２１に電池２１１が装
着されると、シリアル番号読み出し部２２２によって電池２１１からシリアル番号が読み
出される（ステップＳ５６）。シリアル番号読み出し部２２２によって電池２１１から読
み出されたシリアル番号は、送受信部２２３から管理装置２０３へ送信される（ステップ
Ｓ５７）。
【０１３３】
　充電器２０２の送受信部２２３から送信されたシリアル番号が管理装置２０３にて受信
されると（ステップＳ５８）、受信されたシリアル番号に基づいて電池の充電量が算出さ
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れる（ステップＳ５９）。具体的な算出方法を以下に説明する。
【０１３４】
　図１６は、図１２に示した充電量情報データベース２３３の構造の一例を示す図である
。
【０１３５】
　図１２に示した充電量情報データベース２３３には図１６に示すように、走行距離と充
電量とが対応付けられて記憶されている。これは、ある走行距離を走る際にライトを点灯
させるために必要な充電量を段階的に区分けしているものである。例えば、走行距離が０
．０～１．９ｋｍを走る際にライトを点灯させるために必要な充電量は「１」である情報
が記憶されている。また、走行距離が２．０～３．９ｋｍを走る際にライトを点灯させる
ために必要な充電量は「３」である情報が記憶されている。また、走行距離が４．０～５
．９ｋｍを走る際にライトを点灯させるために必要な充電量は「６」である情報が記憶さ
れている。これらの情報は、予め記憶されているものである。また、図１６に示した充電
量については、説明の便宜上、単純な整数値としたが、充電量を測る単位であっても良い
。
【０１３６】
　管理装置２０３にて受信されたシリアル番号を検索キーとして自転車情報データベース
２３２の中から利用者名が検索される。そして、検索の結果得られた利用者名を検索キー
として利用者情報データベース２３１の中から走行距離が検索される。そして、検索の結
果得られた走行距離を検索キーとして充電量情報データベース２３３の中から充電量が検
索される。
【０１３７】
　例えば、管理装置２０３にて受信されたシリアル番号が「１００００８３４」であった
場合、図１５に示した自転車情報データベース２３２の中からシリアル番号が「１０００
０８３４」に対応付けられた利用者名が福沢諭吉さんであるという情報が得られる。そし
て、図１４に示した利用者情報データベース２３１の中から福沢諭吉さんに対応付けられ
た走行距離が４．３ｋｍであるという情報が得られる。そして、図１６に示した充電量情
報データベース２３３の中から走行距離４．３ｋｍに対応付けられた充電量が「６」であ
るという情報が得られる。よって、シリアル番号「１００００８３４」である電池２１１
に充電する充電量は「６」であることが算出されることとなる。
【０１３８】
　同様に、管理装置２０３にて受信されたシリアル番号が「０５０００８７２」であった
場合、図１５に示した自転車情報データベース２３２の中からシリアル番号が「０５００
０８７２」に対応付けられた利用者名が樋口一葉さんであるという情報が得られる。そし
て、図１４に示した利用者情報データベース２３１の中から樋口一葉さんに対応付けられ
た走行距離が２．１ｋｍであるという情報が得られる。そして、図１６に示した充電量情
報データベース２３３の中から走行距離２．１ｋｍに対応付けられた充電量が「３」であ
るという情報が得られる。よって、シリアル番号「０５０００８７２」である電池２１１
に充電する充電量は「３」であることが算出されることとなる。
【０１３９】
　また同様に、管理装置２０３にて受信されたシリアル番号が「０１０００８７６」であ
った場合、図１５に示した自転車情報データベース２３２の中からシリアル番号が「０１
０００８７６」に対応付けられた利用者名が野口英世さんであるという情報が得られる。
そして、図１４に示した利用者情報データベース２３１の中から野口英世さんに対応付け
られた走行距離が１．７ｋｍであるという情報が得られる。そして、図１６に示した充電
量情報データベース２３３の中から走行距離１．７ｋｍに対応付けられた充電量が「１」
であるという情報が得られる。よって、シリアル番号「０１０００８７６」である電池２
１１に充電する充電量は「１」であることが算出されることとなる。
【０１４０】
　上記のように管理装置２０３にて受信されたシリアル番号に基づいて電池の充電量が算
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出されると、算出された充電量が充電器２０２へ送信される（ステップＳ６０）。
【０１４１】
　管理装置２０３から充電器２０２へ送信された充電量が充電器２０２の送受信部２２３
にて受信されると（ステップＳ６１）、受信された充電量が充電部２２１にて電池２１１
に充電される（ステップＳ６２）。
【０１４２】
　その後、充電された電池２１１が自転車２０１に装着される（ステップＳ６３）。
【０１４３】
　なお、充電量として１日の充電量を充電する場合を例に挙げて説明したが、例えば１ヶ
月等の長期の充電についても同様な方法が考えられる。この場合、充電の１ヶ月後よりも
予め設定された日だけ早い日に第１の実施の形態と同様に充電を促す通知が管理装置２０
３に表示されるものであっても良い。さらに、利用者名を同時に表示して通知が行われる
ものであっても良い。
【０１４４】
　また、利用者名は、実際の利用者の氏名ではなく、利用者を識別することができる情報
や番号であれば他のものであってもかまわない。
【０１４５】
　なお、本発明においては、利用者装置、充電装置、及び管理装置内の処理は上述の専用
のハードウェアにより実現されるもの以外に、その機能を実現するためのプログラムを利
用者装置、充電装置、及び管理装置にて読取可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記
録されたプログラムを利用者装置、充電装置、及び管理装置に読み込ませ、実行するもの
であっても良い。利用者装置、充電装置、及び管理装置にて読取可能な記録媒体とは、フ
ロッピーディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ、ＣＤなどの移設可能な記録媒体の他、利用
者装置、充電装置、及び管理装置に内蔵されたＨＤＤ等を指す。この記録媒体に記録され
たプログラムは、例えば、それぞれの装置が有する制御部（不図示）にて読み込まれ、制
御部の制御によって、上述したものと同様の処理が行われる。ここで、それぞれの装置が
有する制御部は、プログラムが記録された記録媒体から読み込まれたプログラムを実行す
るコンピュータとして動作するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の電池交換システムの第１の実施の形態を示す図である。
【図２】図１に示した電池の一構成例を示す図である。
【図３】図１及び図２に示した電池交換システムにおける電池交換方法を説明するための
シーケンス図である。
【図４】図１に示した電池情報データベースの構造の一例を示す図である。
【図５】図１に示した端末情報データベースの構造の一例を示す図である。
【図６】端末の識別情報と端末の利用状況情報との対応付けが記憶された利用状況情報デ
ータベース（不図示）の構造の一例を示す図である。
【図７】電池のシリアル番号と電池の使用状況情報との対応付けが記憶された使用状況情
報データベース（不図示）の構造の一例を示す図である。
【図８】図１に示した端末の外観構成の一例を示す図である。
【図９】図８に示した端末の構成の一例を示す図である。
【図１０】図９に示した構成を有する端末における着信処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１１】図９に示した増幅度制御部にて制御される増幅度をセンターから変更できる構
成の一例を示す図である。
【図１２】本発明の電池交換システムの第２の実施の形態を示す図である。
【図１３】図１２に示した電池交換システムにおける電池交換方法を説明するためのシー
ケンス図である。
【図１４】図１２に示した利用者情報データベースの構造の一例を示す図である。
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【図１５】図１２に示した自転車情報データベースの構造の一例を示す図である。
【図１６】図１２に示した充電量情報データベースの構造の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４７】
　１０１　　端末
　１０２，２０２　　充電器
　１０３，２０３　　管理装置
　１１１，２１１　　電池
　１１２，１２２，２１２，２２２　　シリアル番号読み出し部
　１１３，２１３　　メモリ
　１１４　　識別情報読み出し部
　１１５，１２３，２１５，１０２７　　送信部
　１１６　　電源部
　１１７　　記憶部
　１２１，２２１　　充電部
　１３１　　電池情報データベース
　１３２　　端末情報データベース
　２０１　　自転車
　２１４　　利用者情報読み出し部
　２１６　　ライト
　２２３　　送受信部
　２３１　　利用者情報データベース
　２３２　　自転車情報データベース
　２３３　　充電量情報データベース
　１００１　　発着信ボタン
　１００２　　切断ボタン
　１００３　　スピーカー
　１００４　　マイク
　１００５　　ねじ
　１００６　　ふた
　１０１４　　受信部
　１０１５　　着信検出部
　１０１６　　発信者番号確認部
　１０１７，１０２２，１０２８　　タイマー
　１０１８，１０２６　　発信者番号保持部
　１０１９　　復調部
　１０２０　　着信部
　１０２１，１０２４　　アンプ
　１０２３　　増幅度制御部
　１０２５　　変調部
　１０２９　　増幅度変更指示検出部
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